
島根県からのお知らせ

鳥インフルエンザ対策における
移動制限区域の解除について

１ １１月２９日、安来市で発生しました鳥インフルエンザにつきま
しては、１２月５日に鶏の処分と焼却を完了した後、

① 発生農場における定期的な消毒
② 半径１０ の移動制限区域内の養鶏農場の清浄性の確認検査km

を実施してまいりました。

２ この清浄性確認検査の２回目の結果が２３日に判明しましたが、
全て陰性であり、鶏への新たな感染は発生しておりません。

３ 従いまして、今後、状況の変化がなければ、２７日午前０時をも
って移動制限を解除する予定であります。

４ この間、国をはじめ関係機関の皆様のご協力に対し、改めまして
深く感謝申し上げます。

５ 今後も引き続き、県におきましては家きん飼育農家の皆様と連携
して衛生管理を徹底してまいります。

県民の皆様には、引き続き冷静に対応をしていただくようお願い
いたします。

６ 鳥インフルエンザは、通常では人には感染しないと考えられてい
ます。日常生活においては、鳥の排泄物等に触れた後には手洗いと
うがいをしていただければ、過度に心配する必要はありません。

なお、野鳥の死体を見つけられましたら、手を触れずに、県又は
市町村へ連絡をいただくようお願いします。

７ また、県内の観光地・観光施設は、いずれも通常どおり営業いた
しております。

観光客の皆様には、どうかご安心して島根県にお越しいただきま
すよう、お願い申し上げます。
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